
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 応募方法 

  農用地等の借受け希望者の募集・受付は、山形市農協アグリセンター・山形農協各支店・営農センターの

窓口で行います。申込用紙は各受付窓口にありますので、所定の事項を記入の上、ご提出ください。 

 

２ 募集期間 

  令和６年１２月１７日（火）まで 

 

３ 募集区域 

  募集の対象となる区域は、「市内全域（但し、市街化区域以外に限る）」です。 

  借受け希望区域が他市町村の場合は、当該市町村に申込みしてください。 
 

４ 申込みにあたっての留意点 

  応募いただいた場合、一部内容を、インターネット等で公表することになりますので、ご承諾いただく必

要があります。詳しくは山形市農政課就農・経営支援係（下記）までお問い合わせください。 

 
※昨年度まで応募した方については、再提出の必要はありません。 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 

     
 

 
 

 
 

 

令和６年６月発行 山形市認定農業者情報誌 第１６７号 
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農政課 就農・経営支援係 
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相談窓口・お問い合わせ先 

◎ 借受け希望募集について  山形市農政課就農・経営支援係 

℡641-1212 内線 430 

◎ その他総合的な事について 山形市農業委員会事務局農地係 

             ℡641-1212 内線 775・776 

『農作物生産農業者支援給付金』の申請はお済ですか？ 

１、申請方法 
  農協広報誌５月号に折り込みの「農作物生産農業者支援給付金支給申請書兼請求書」
により山形市農政課又は農協の営農センター又は支店まで申請してください。 

※水稲に該当している方は、申請書兼請求書を別に郵送しています。 

２、申請期限 

    令和６年７月１９日（金） 

【お問い合わせ】山形市農政課 農産係 ℡６４１−１２１２（内線４３５） 

裏面あり



『農作業中の事故に気を付けましょう！』 
 

《機械作業中の注意点》 

□ほ場周辺の危険箇所の確認、改善  

□機械の点検・整備を忘れない 

□安全フレームやシートベルト付きトラクターで安全を確保 

安全フレーム・キャブやシートベルトの、追加装備や買い換えなどを検討しま

しょう 

□乗るときは必ずシートベルトとヘルメット着用 

□機械作業を中断する際は必ずエンジン停止 

 

《高所作業中の注意点》 

□パイプ、クランプはさびていないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

さびて折れたパイプ、さびたクランプ 

 

□マイカ線は古くなっていないか 

□地面や施設が濡れて滑りやすくなっていないか 

□脚立の開脚防止チェーンをかける。脚立の天板に乗らない 

□動きやすい服装、滑りにくい靴、ヘルメットの着用 

□できるだけ複数人で作業を行う 

□連日作業が続く場合は疲労回復に留意し、疲れたら無理せず作業しない 
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１．補助の対象事業 

〇ビジネスチャレンジ支援事業 

・自らが生産する農畜産物を加工した新商品の開発や試作品の販売等に係る事業 

・体験農場、観光農園、農家レストラン等新たな販売方式の導入に係る事業 

・その他市長が必要と認める事業 

〇販路拡大支援事業 

農産物及び加工商品の販路拡大等に向けた、商談会、見本市等への出展に係る事業 

  ○グリーン・ツーリズム推進事業 

   体験農場、観光農園、農家レストラン、産地直売所等が誘客拡大に取り組む場合に必要と 

なる施設・設備等の整備に係る事業 

２．事業対象者  市内に住所を有し、農畜産物を販売目的で生産・加工する農業者等とする。 

３．交付の補助率と補助限度額 

 （１）ビジネスチャレンジ支援事業   

①農業者等自ら取り組む場合 ２／３   上限２５万円 

    ②商工業者等と連携する農業者等が取組む場合 １／２ 上限５０万円 

     ※ただし、重点的に活用を図るべき農畜産物を活用した場合は、補助対象経費の３ 

      分の２に相当する額とし、５０万円を上限とする。 

（２）販路拡大支援事業  １／２ 上限２５万円 

（３）グリーン・ツーリズム推進事業 1／３ 上限５０万円 

  ※上記の事業について、総事業費１０万円以上のものを対象とする。 

４．申込方法 

下記の提出書類を山形市役所農政課まで提出してください。 

※申請書等は市農政課で受領するほか、市ホームページからもダウンロードできます。 

山形市ホームページ：http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ 

５．提出書類 

申請書、事業計画書、補助事業に係わる経費の見積書、その他付随する資料(カタログ等)  
６．募集期間 

  令和６年７月１日（月） ～ 令和６年８月３0 日（金） 

【公募終了後のスケジュール】 

    外部委員を含む補助金交付対象者決定審査会を開催し、6 次産業化の取り組みの実現性

や創意工夫性などをポイントとして審査（書類審査、事業主体によるプレゼンテーション

など）を行います。意欲的な 6 次産業化の取り組みに対し、補助金交付対象事業として決

定します。  

※提出の前に、申請内容等について事前に担当にご相談下さい。 

 
【お問い合わせ】 

担当 農林部農政課 6 次産業推進係  

電話 ０２３－６４１－１２１２（内線４３５・４５５） 

 山形市では、農業の振興と活性化を図るため、農畜産物の生産だけではなく、加工・販売を含め

た、農業を起点とした６次産業化の取り組みを支援します。 

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
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